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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１２月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年８月１８日 ０５時５２分ごろ 

発生場所 愛媛県新居浜市新居浜港新居浜第４区  

 船上岩
ふながみいわ

灯標から真方位３２８°４２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５８.６′ 東経１３３°１４.１′） 

事故の概要 貨物船祥
しょう

輝
き

丸は、南南西進中、漁船勢
せい

運
うん

丸は、引き縄漁をしなが

ら漂泊中、両船が衝突した。 

祥輝丸は、左舷船首部に擦過傷を生じた。 

勢運丸は、船長が負傷し、船首部外板に亀裂を伴う擦過傷を生じ

た。 

事故調査の経過  平成２６年８月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 貨物船 祥輝丸、４８３トン 

１３４４６９、よつみ海運有限会社 

   ５８.９７ｍ（Lr）×１３.００ｍ×５.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年３月 

Ｂ 漁船 勢運丸、０.９トン 

   ＥＨ３－３４２００(漁船登録番号)、個人所有 

   ６.６７ｍ（Lr）×１.９５ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５８

年６月５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４７歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２６年３月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２６年３月１４日 

    免状有効期間満了日 平成３１年３月１３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５０年８月２７日 

    免許証交付日 平成２２年４月５日 

           （平成２７年１０月２４日まで有効） 
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 死傷者等 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に亀裂を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 潮汐 下げ潮の中央期  

日出時刻：０５時３０分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、空船で、船長Ａが１人で操船

に当たり、乗組員を入港配置につけ、約８ノットの速力で手動操舵に

より新居浜港新居浜第４区を南南西進した。 

船長Ａは、船首方の漁船１隻を左舷方に見て通過する際、左舷ウイ

ングに出て、漁船との通過距離、追い越す船の有無及び周囲の状況を

確認したところ、周囲に航行の支障となる船舶を認めなかったので、

船橋内に戻って再び操船中、平成２６年８月１８日０５時５２分ご

ろ、Ａ船の左舷船首部にあるタイヤフェンダー付近にＢ船の船尾部を

初めて視認した。 

船長Ａは、船首配置の乗組員にマイクでＢ船の状況を確認するよう

指示したところ、Ａ船とＢ船とが衝突したことを知り、直ちに機関を

中立として両船の損傷状況などを確認した後、本事故の発生を海上保

安庁に通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０５時ごろから船上岩灯標沖で

操業を行い、機関を中立として船首が北に向いた状態で漂泊し、船長

Ｂが、船尾甲板で立った姿勢で引き縄の揚縄作業中、周囲に接近する

他船を見掛けなかったので、船尾方を向き、しゃがんで同作業を続け

ることとした。 

Ｂ船は、船長Ｂが、しゃがんだ姿勢のまま揚縄作業中、背後から他

船の機関音がしたので振り向いたところ、Ａ船を至近に認め、立ち上

がったとき、Ｂ船の船首部とＡ船の左舷船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で手すりに左肩を打ちつけ、本事故後、左肩

打撲と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、船首甲板上の荷役用のクレーンなどにより、船首死角を生

じており、船長Ａは、船首死角があることを認識していた。 

船長Ａは、レーダーを作動させていたが、Ｂ船に気付かなかった。 

 船長Ａは、新居浜港への入港経験があり、本事故発生場所付近で操

業している漁船がいることを知っていた。 

船長Ａは、本事故時、０４時から単独の船橋当直についた。 

船長Ａは、入直前に約６時間の睡眠をとった後、０３時ごろ起床

し、疲労や眠気は感じていなかった。 

 Ａ船の船首にいた乗組員は、本事故時、着岸準備作業をしていたの

で、船長ＡにマイクでＢ船の状況の確認を指示されて、左舷船首方を
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確認したところ、初めてＢ船と衝突していることを認めた。 

 Ｂ船の船体は、白色で、甲板上に緑色のオーニングを張り、スパン

カーなどはなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、新居浜港新居浜第４区を南南西進中、船長Ａが、船首死角

を補う見張りを適切に行っていなかったことから、漂泊して引き縄の

揚縄作業をしていたＢ船に気付かず航行し、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

船長Ａは、左舷ウイングに出て周囲を確認した際、漁船との通過距

離、追い越す船の有無を確認するなど主に左舷後方を見ていたことか

ら、船首方のＢ船の存在に気が付かなかった可能性があると考えられ

る。 

 Ｂ船は、新居浜港新居浜第４区で漂泊して引き縄の揚縄作業中、船

長Ｂが、船尾甲板で、船尾方を向いてしゃがんだ姿勢で同作業を行

い、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、接近するＡ船

に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、揚縄作業を開始した頃、周囲に接近する他船を見掛けな

かったことから、周囲に他船はいないものと思い、しゃがんだ姿勢で

作業を行っていたものと思われる。 

原因  本事故は、新居浜港新居浜第４区において、Ａ船が南南西進中、Ｂ

船が漂泊して引き縄の揚縄作業中、船長Ａが、船首死角を補う見張り

を適切に行っておらず、また、船長Ｂが、船尾甲板で、船尾方を向い

てしゃがんだ姿勢で引き縄の揚縄作業を行い、周囲の見張りを適切に

行っていなかったため、互いに相手船に気付かず、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

Ａ船の船舶所有者は、本事故後、入港時に、見張り補助者を配置す

る対策を採った。 

また、船長Ａは、本事故後、入港時に船首配置の乗組員に見張りの

補助を行わせることとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・構造上、船首死角が生ずる船舶においては、航行中、死角を補う

見張りを適切に行うこと。 

・漁ろうに従事しているときも、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 



- 4 - 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 


